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富山県規則第63号 

   富山県通訳案内士法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県通訳案内士法施行規則（昭和53年富山県規則第29号）の一部を次のように 

改正する。 

 第２条第１項中「第27条」の次に「（法第57条において準用する場合を含む。）」 

を、「全国通訳案内士登録簿」の次に「（法第57条において準用する場合にあつて 

は、地域通訳案内士登録簿。以下同じ。）」を加える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（観光振興室）  
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